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指定管理者の管理運営状況（安全対策）にかかる調査について（報告）  

 

 本市は，平成１８年４月から指定管理者制度を本格適用しており，現在，１２７施設が指定

管理者により管理運営されています。  

 この度，倉敷市公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１５年倉敷市条例第５

４号）第５条の規定に基づき，全１２７施設を対象に，指定管理者の管理運営状況のうち利用

者に対する安全対策について調査を実施しました。  

 その結果，全施設の安全対策について，特に問題がないことを確認しました。なお，調査結

果の詳細は，下記のとおりです。  

記  

１ 対象施設   指定管理者制度適用全施設（１２７施設）  

２ 対象期間   平成１８年４月１日から９月末日まで  

３ 調査方法   所管部署職員による，指定管理者からの聞き取り及び立入調査  

４ 調査事項及び施設別調査結果  

  別紙「指定管理者の管理運営状況（安全対策）にかかる調査結果書」のとおり  
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